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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第５７回 議事録 

 

１ 日時：平成２１年７月６日（月） 

２ 場所：総務省 第一特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１） 委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、浅野 睦八、雨宮 俊武、井川 泉、池田 朋之、石井 

亮平、石橋 庸敏、伊能 美和子、植井 理行、襟川 恵子、華頂 尚隆、河

村 真紀子、椎名 和夫、関 祥行、高橋 伸子、田胡 修一、田辺 俊行、

田村 和人、長田 三紀、生野 秀年、福田 俊男、藤沢 秀一、堀 義貴、

三尾 美枝子                      （以上２４名） 

（２） オブザーバー 

足立 康史（経済産業省）、岩浪 剛太（インフォシティ）、大山 永昭（東

京大学 教授）、川瀬 真（文化庁）、吉川 治宏（三井物産株式会社）、中

村 秀治（三菱総合研究所）、西谷 清（ソニー株式会社）、元橋 圭哉（日

本放送協会） 

（３） 事務局 

小笠原コンテンツ振興課長 

（４） 総務省 

山川情報流通行政局長、戸塚政策統括官、阪本官房審議官、吉田地上放送課長、

武田衛星放送課長 

４ 議事 

（１）中間答申（案）について 

【村井主査】 それでは、ただいまから、情報通信審議会デジタル・コンテンツの流通の

促進等に関する検討委員会の５７回の会合を開催させていただきます。 

   委員の皆様にはお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。 

  欠席された委員、それからご出席いただいているオブザーバーの皆様の一覧に関しま

しては、いつものように席上配付の資料をご参照ください。 

   前回、中間答申に関する骨子全体についてご審議いただき、中間答申の本文案もご

覧いただいた状況ですので、今日はその答申本文案の全体像と骨子を取りまとめてい
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ただき、今日の午後に開催される政策部会でお諮りしたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

   まず、事務局から資料の確認と、アップデートされた資料のご説明をお願いします。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、本日の資料は、資料１で骨子。これは前回の

ご意見を踏まえて修正しておりまして、資料２でお配りいたしました本文の方にも可

能な限り反映させていただきました。非常に短期間で貴重なご意見様々いただきまし

て、誠にありがとうございました。 

   ただ、資料２につきまして、若干字句のミスや内容の重複、順序等について貴重な

ご意見をいろいろいただいておりますが、必ずしも十分に反映しきれていないところ

がございます。そこのところにつきましては、逐次急いで作業を行ってまいりたいと

思いますので、ご了承いただければと思います。 

   それでは、骨子につきまして、前回のご意見を踏まえて修正したところを中心とし

て、ご説明させていただきます。 

   まずは１２ページ、「契約」の①のところでございます。ライセンス管理機関につ

いては、独禁法等関係諸法令との関係で問題となるところもあり得るので、その点に

ついて、そういった抵触が起こらないようにというところは少なくとも明記しておく

べきではないかというご指摘をいただきました。そこで、「ライセンス発行・管理機

関については」ということで、「基幹放送に係る公共的な業務に関わることにかんが

み」、これは何度もこの委員会でご指摘いただいたところでございますが、「組織・

運営上の透明性が確保されることが重要」と。それで、「独禁法等関係諸法令の遵守

や、非営利性の確保等に配慮した運営が必要。」ということで、趣旨を明記させてい

ただいたところでございます。 

   それから、併せまして、本文の方１７ページでございます。独禁法関係について、

国会審議で何度かこの件についてご指摘をいただいたところであり、この場でもご報

告させていただいておりますが、いくつか質疑を拾った中に、公正取引委員会の関係

のやりとりを入れさせていただきました。質疑として、Ｂ－ＣＡＳ社について、ライ

センス機関ではございますが、公正な取引に関して疑義があることについてどうかと

いうことについて、公正取引委員会の答弁として、一般論としてということではあり

ますが、カード発行会社が１社だけということ自体が独占禁止法上問題となるもので

はないという答弁。それから、ただし、新規参入を阻害するというような声がある場

合には問題が生ずることとなるというような答弁を、公正取引委員会からもされてい
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るところもありまして、参考までにその件についても記載させていただきました。 

   いずれにしても、こういった趣旨を踏まえて、こういったライセンス発行・管理機

関については、独禁法をはじめとするいろいろな諸法令のコンプライアンス遵守が当

然に求められるといったことを踏まえて、きちんと運営していくべきではないかとい

ったことを明記させていただきました。 

   それから、この前に若干申し上げました、骨子のところの「技術」の⑧のところで

ございます。これまでデジタル放送につきましては、「デジタル放送に係る諸法令や

ルールとの整合性がとれた方式」と書かせていただきまして、これから新方式につい

て、技術、それから運用規定を考えていただく際、当然ながら、これまでにもデジタ

ル放送については、電波法、放送法、関連の省令などの諸規定、あるいは規制改革推

進のための３カ年計画等も――これは閣議決定でございますが、その中で、例えばデ

ジタル放送に関連した部分については、受信確認メッセージの活用の検討も含まれて

いるわけでございます。それから、ＡＲＩＢやＤｐａといった機関が策定、公表して

いる標準方式、こういった公のところで定められた法令やルールについては、引き続

き遵守して、規格あるいは運用規定の策定に当たっていただければということを記載

しているわけでございます。 

   それから、１３ページでございます。再三にわたりご指摘いただきました、④の目

標時期のところでございます。冒頭、「以下の１）、２）について」ということで、

「年内を目途に」ということで目標時期を明記させていただきました。したがって、

下の箱でいいますと、大きく言えば、「技術方式・運用規定の策定」という箱、それ

から、ライセンス発行・管理機関の設置ということ。ここのところのおおむねの目標

時期を、「年内を目途に」とさせていただいたところでございます。 

   この「技術方式・運用規定の策定」の箱につきましては、１）で、「ＡＲＩＢにお

いて、新方式に関する標準規格を」、それで、「本中間答申が提言する前提に沿って

見直す」と書きましたのは、前のページに、今ご説明した「技術」と「契約」につい

て、配慮していただきたい事項を書いたわけでございますが、そこのところについて、

そういった前提で見直していただくということ、及びＤｐａにおいてその技術方式に

沿った運用規定の策定、この２つをお願いしたいということが１点目であります。 

   それから、「放送事業者等関係者において」というところについて３つほど。まず

は、こういった技術方式・運用規定を踏まえて、契約条件を策定していただくと。そ

れから、その契約のところが明確になった後、そのもとで、「受信機の製造・販売の
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可能性について、受信機メーカー等に対して意見を求める」と。「その結果を踏まえ

た上で、『ライセンス発行・管理機関』の設置に取り組む」ということでございます。

これが、この「ライセンス発行・管理機関の設置」という箱に当たるわけですが、こ

れについても、年内を目途にということで目標時期を明記させていただきました。 

   それから、「放送事業者等関係者」ということについて、若干のクラリファイが要

るのではないかというご指摘につきまして、資料２の答申案３０ページをお開きいた

だければと思います。３０ページの下から六、七行目のところ、「放送事業者等関係

者」に※印を付けまして、３１ページの冒頭の※印でその中身を明記させていただき

ました。従来からもご議論ありましたとおり、業務の公共性という観点で、このライ

センス発行・管理機関には中立性、透明性が求められると。したがって、それに取り

組む関係者とはだれかということについては、「可能な限り幅広い者の参加が得られ

ることが望ましい」と。ここには「放送事業者等」と書いてありますが、放送事業者

のほか、例えば権利者団体などコンテンツ保護にかかわる事業者の団体の方々、エン

フォースメントにかかわる技術、あるいは諸法令といったことに関する有識者の方々、

あるいは、「消費者」と書いてありますが、当然ながら、この委員会を構成しておら

れる視聴者、消費者の方々を含めて、そういった方々が考えられるというふうにして、

その例示を明記させていただいたところでございます。 

   それから、④の下、今度は⑥でございますが、これは新たに追加させていただきま

した。⑥の冒頭に書きましたように、前回のご意見で、いろいろ作業を進めていくに

当たって、放送局送信設備の改修、あるいは受信機の開発・製造も、いずれにしても

時間がかかる。したがって、そういった様々な検討課題がこれからもあらわれてくる

であろうということで、「様々な検討課題が存在。」と書かせていただきました。 

   ただし、この審議会としては、こういった作業がどう進捗していくか、その進捗に

当たってどのような課題が出てくるかといったことを、関係者の方々、例えばＡＲＩ

Ｂ、Ｄｐａ、放送事業者等――そのお願いの名宛人ということで明確にしているわけ

でございますが――そういった方々に説明をお願いし、それに応じて作業の加速・推

進のために何をすればよいか。あるいは、もし課題があってなかなか作業を進めるこ

とが難しいという問題があるのであれば、それが明らかになった時点で、その解決方

策について検討いただきたいと。それから、前回ご指摘ありましたとおり、何よりも

これからご理解をいただいていかなければならない「視聴者等関係者の意見を求める

機会を十分に確保しつつ、所要の審議を行っていく」というふうにいたしました。 
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 当然ながら、これからいろいろ課題があり、まだ議論していかなくてはならないも

のもあるかもしれない。そういったことについては、この委員会の場で十分に情報を

共有し、そして、その情報共有の過程で明確になるような課題があるのであれば、視

聴者の参加を得て、この場で所要の審議を行っていくというふうに、この場の皆さん

で知恵を出し合って考えていくということ。そこのところの趣旨を明記させていただ

きました。本文３１ページの最後の部分にそれをほぼそのまま書いてあります。 

 なぜこういうことになるかというと、すぐ上の「そして」以下のところで書いてあ

ります。これは審議の過程でも再三ご指摘いただいたわけでありますが、地上デジタ

ル放送が国内のほぼすべての世帯の視聴者に影響を及ぼすことである以上は、こうい

った作業プロセス、進捗状況、課題や検討状況について、視聴者と情報を共有し、情

報を開示していくこと。そして、その理解と協力を得て作業を進めていくことが不可

欠であること。こういった観点から、いちばん下に書いてありますとおり、「当審議

会の構成員を含めた視聴者等関係者の意見を求める機会を十分に確保しつつ、適時、

所要の審議を行っていく」というところを明記させていただいたところでございます。 

 したがいまして、前回随分ご指摘いただきました「時期」につきましては、この骨

子の１３ページ①にありますとおり、この新たな方式については、２０１１年７

月２４日の全面移行の時期までに可能な限り早期に運用開始ということを念頭に置き、

具体的な作業のステップとして、技術方式・運用規定の策定、ライセンス発行・管理

機関の設置ということについては年内を目途ということで、それを目標値として作業

をお願いする、ということが提言の内容になっております。 

 以上が、エンフォースメントにかかわるご議論でございます。 

 本文中、これまでのご議論を反映した部分でございますが、１８ページ以下のエン

フォースメントの改善のあり方の検討というところ。そこで、これまでのご議論の経

緯を、２１ページの（２）以下、数ページを費やして記載しております。この部分に

ついては、作業がまだ不十分なところがありまして、重複、順序等についてご指摘を

いただいていますので、それを急ぎ修正作業をしたいと思っております。 

 それから１９ページに、選択肢のまとめの表を載せさせていただきました。左側の

ところ、「技術開示方式」というふうに前回から修正させていただきました。こちら

で何度もご指摘をいただいたとおり、「技術開示」ということがこの新たな方式の性

格を端的にあらわすものであって、実際開示された仕様をソフトウエアという形にし

て取り扱うか、あるいはチップという形状にして取り扱うか等は商品企画の自由とい
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うことで、あくまでこの新方式の特徴を端的にあらわす名称とした方が誤解がなくわ

かりやすいのではないかというご指摘もありまして、修正させていただきました。 

 エンフォースメントにつきましては、以上のようなところでございます。 

 次に、取引市場の関係でございます。まず、骨子の３３ページをごらんいただけれ

ばと思います。前回ご指摘いただきました、番組製作者との関係の部分、３３ページ

の箱の下でございます。２月２５日に公表させていただいた取引適正化に関するガイ

ドラインについて、現在それに関する周知を進めているところです。前回いただいた

ご意見の中で、３３ページのいちばん下に記載をさせていただきましたが、放送コン

テンツの製作取引の適正化のためのルールを関係者に徹底し、製作者に適正な対価が

支払われていくような環境にすることが、対価の還元の有効な施策の一つではないか

と。したがって、今周知広報に努めているガイドラインについても明記すべきではな

いかというご意見をいただきました。それで、放送コンテンツの製作取引適正化のガ

イドラインのルールの周知、それから、実際の取引状況のフォローアップ等を実施し

て、公正かつ適正な製作取引を促進するということを追記させていただきました。 

 それから、もう１点。３４ページの（４）で、前回いくつか、今後のこととしてご

意見をいただきました。すなわち、これまでダビング１０にせよ、今回の問題にせよ、

お考えの異なる方々の調整についてこの委員会においてご審議いただいてまいりまし

た。さらに進んで、世界に求められるコンテンツの姿、それをどう流通させれば収益

が上がるのか、具体的にどうマーケットが広がっていくのか、そういった戦略やビジ

ョンについての議論が足りなかったのではないか。あるいは、コンテンツ流通の課題

として、権利処理に随分焦点が当たってきたことは事実でございますが、映像コンテ

ンツ処理機構といったような権利者団体の設立も加えて、そういったことだけにフォ

ーカスしていく段階はもう終わったのではないかと。そもそもネットによる収益性は

どうすれば向上するのか、というような本質的な問題に議論を移していく必要がある

のではないかといったご指摘をいただきました。 

 そこで、今後の課題の一つということで、例えば個人のクリエーターの持つ創造性

をどうやって生かしていくか、あるいは、ＩＰＴＶ、サイネージ、そういった新たな

プラットフォームをどう使っていくか。そういったものを使ってどのように収益を上

げていけば未来が開けているのか等、将来の市場の展望を含めまして、コンテンツ・

ビジネスに関する総合的なビジョンと戦略を議論の課題として意識していく必要があ

るのではないか。そういったことで、「コンテンツ・ビジネスの将来展望に関する検
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討推進」ということで、追加させていただいたところでございます。 

 これにつきましても、４２ページから数ページにわたりまして、この委員会でいた

だいたご議論について、かなり詳細に拾わせていただいております。いくつか非常に

前向きな、貴重なご指摘をいただいておりますので、こういったところについては、

今引き続き修正の作業をしているところでございます。 

 ということで、簡単ではございますが、以上のとおり、骨子案をこの前ご議論いた

だいたところを踏まえて修正させていただきました。それから、本文につきましても、

同様にご意見を可能な限り反映するという形で作成させていただきました。 

 前回のご議論を踏まえた骨子の修正、本文の関連部分、以上のとおりでございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

 今ご説明があったように、資料１と２、すなわち、中間答申骨子案と中間答申本文

案です。冒頭で申し上げましたように、今日の午後に私からこれらの資料を使って政

策部会でご説明させていただくために、前回のご意見を入れるように修正した内容を

ご説明いただきました。 

 取引市場の関係、エンフォースメントの関係と２部構成になっておりますので、今

日はご意見があればそのご意見ごとに伺いたいと思います。前回の委員会においても、

特にエンフォースメントに関して技術検討ワーキンググループでの様々な検討内容に

ついてご説明が求められる場面もありました。もしそういう内容のご質問が出ました

ら、後で技術検討ワーキンググループの参加者の方、あるいは私も含めまして、コメ

ントをしつつ、確認していきます。 

   というわけで、今日はご指名いたしませんが、どなたかご意見、ご質問がございま

したら、お伺いいたします。いかがでしょうか。どうぞ、お願いいたします。 

【石橋委員】 特段ここで申し上げるべきことではないとは思いますが、今回の新しいエ

ンフォースメントの導入に当たっては、ケーブルテレビ側も一定の設備投資というよ

うな必要性もございます。我々としても、基本的にはそういうものはやっていかなく

てはならないと思っておりますが、内容がまだ全然わかっていませんので、これから

先ほど申されたような作業が進んでいく過程において、できるだけ我々の関係する部

分については教えていただきたいと思います。 

   ご承知のとおり、一方で、地デジのみサービスの導入やデジ・アナ変換など、ケー

ブル事業者側でもいろいろやらないといけないことがありまして、必ずしも歓迎すべ

きということでない部分もございます。そういう中で、今回こういうものをまた新た
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にやっていくことになりますので、ケーブル事業者にもなるべく早く覚悟をしてもら

って、そのつもりで進んでもらう必要がございますので、その点、ぜひご配慮いただ

きたいと思います。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。おっしゃるとおり、いろいろな統計を見ても、ケ

ーブルを通じて地デジを視聴されている方はたくさんいらっしゃいます。今回の話が

そういった方々にどう関係があるのかということを、いろいろな形で精査し、コミュ

ニケーションの場を確立することはとても大事です。どうもありがとうございました。 

 その他、何かございますでしょうか。高橋さん。 

【高橋委員】 ご質問させていただきます。 

 資料の１２ページの「基本的な考え方」の「技術」の⑧に、「以下のような、デジ

タル放送に係る諸法令やルールとの整合性がとれた方式」と書いてあります。そし

て、１つ目のポツのところに閣議決定のことが書いてあるんですが、閣議決定した後、

この受信確認メッセージをどういうふうにしようというふうにどこで検討され、今回、

これはどういう扱いになるかを教えていただきたいと思います。 

【村井主査】 この受信確認メッセージの件は、技術検討ワーキンググループの中で検討

されていた話でこの部分に入っていますので、まず私からその時の議論の内容をご説

明して、必要であれば専門家の方に補足していただきたいと思います。 

 当該のこの受信確認メッセージの規定が記載されている部分は、この規定だけ言及

しているのではなくいくつかの関連諸規定も考慮しなければならないものとして含ま

れているかと思います。それらの規定の中に、地デジの普及に関してこうしましょう

ということが記載されております。実は、受信確認メッセージだけここに出してほし

いと、技術検討ワーキンググループでご指摘いただいて、これが出ているわけです。 

 その時、私が関係者からご説明を受けたことをお話しします。この受信確認メッセ

ージのメカニズム自体は、ご存じのように、今のＢ－ＣＡＳその他のエンフォースメ

ントのメカニズムの中に、受信確認メッセージ表示の制御ができるというポテンシャ

ルの機能が受信機内に含まれております。専門家の方に後で補足していただきたいと

思いますが、私の現在の理解が正しければ、現在Ｂ－ＣＡＳは３波、つまり、有料波、

ＢＳ等と共用の赤いＢ－ＣＡＳカードと、地上波専用の青いＢ－ＣＡＳカードがあり、

その中で、地上波用の青いＢ－ＣＡＳカードで受信確認メッセージの機能を実際に使

うという運用はされていないと私は伺っております。 

 しかしながら、この受信確認メッセージについては、いろいろな確認、つまり画面
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の中に受信確認のメッセージが出るということですが、どうやって実装されるのかと

いうこと、その使い方や運用に関しては、また別途決まるのだと思います。このエン

フォースメントという仕組みは、スクランブルの放送をして、受信機が、特にコンテ

ンツ保護の約束をどのように果たすのかを考えるために、このメカニズムが入ってい

ると理解しておりますので、このメカニズムが含まれていくという部分に関しまして

は、そういった仕様をそのまま継続するのがいいだろうと考えます。 

 一方では、受信確認メッセージがどのように運用されていくのかは、特に地上波専

用の青いＢ－ＣＡＳカードでは使われた実績がないと私は理解しておりますが、その

時に、どういう目的の運用でこの機能が使えるのか、使えないのかの議論は、例えば

地上デジタルの受信機を作るときに、別途、この国の中で決められているポリシーに

従った他のデジタル放送に関する様々な標準のルールなどの部分を組み込んで作ると

いうことは、この委員会とは別のところ、いわば今までと同様の部分があります。そ

ういう意味で、諸法令やルールとの整合性をとるという認識をこの答申案の中に入れ、

特に、閣議の中でどの部分が技術的にきちんとつくる部分なのかということをきちん

と明記していただきたいとお願いしましたために、ここに表記することになりました。 

   こういったいろいろなプロセスが並行して決まっていった時に、今ご質問いただい

たようなことが、実は私たちもあまりわかっておらず、どういう理由でどこに入れて

あるのかを考える中で、先ほどご説明していただいたように今後いろいろな運用を行

っていったり、この１３ページのようなプロセスで今後進んで参ります。前回、「関

係者等」というのはどういう人たちですかというご指摘がありましたので、技術検討

ワーキンググループとしても、それぞれの参加者の方々がきちんと理解できるような

形で透明に表現していく状況が必要です。あるいは、この委員会も含めまして、今度

は運用に関してどのようになるのか、契約に対してどうするかという際に、それをき

ちんとこういう場でオープンに議論できることが大事であろうという視点からも、こ

の⑧の部分を少し詳しく書くことを技術検討ワーキンググループで相談したという経

過でした。 

   私からの説明は以上です。どなたか補足していただける方、お願いいたします。   

よろしいでしょうか。どうぞ。 

【高橋委員】 確認させていただきたいんですが、閣議決定では検討をすべきというとこ

ろまでしか決まっていないので、今いろいろなところで検討しているという形である

と。今回の新方式においては、Ｂ－ＣＡＳが一応備えているように、新方式、チップ
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なりソフトウエアでも受信確認メッセージが出せるような方式をとりましょうという

ことのコンセンサスが、技術ワーキンググループでとられているということなのでし

ょうか。 

【村井主査】 基本的におっしゃるとおりだと思います。この閣議決定の原文に関しまし

ては、私よりも事務局から、その検討その他の文言の趣旨はご説明していただいた方

がいいと思います。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 それでは、今の規制改革会議の該当部分でございます。 

   平成１９年６月２２日の閣議決定、規制改革３か年計画でございます。事項名とし

ては、「公共放送のあり方の検討」という中で、措置内容につきまして、地上放送に

ついても、公平負担の徹底を図る観点から、何らかの受信確認メッセージの実施可能

性について検討するということでございます。 

   それから、今ご質問のありました平成１９年６月の閣議決定、その後の検討の場は

どこかというところでございます。平成１９年６月から、総務省におきまして、「公

平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会」を開催いたしました。メン

バーとしましては、事業者、当事者の方々ではなく、基本的には学識経験者、利用者、

消費者の方々にご参加いただき、舟田立教大学教授を座長といたしまして、学識経験

者、利用者の方々、それぞれ委員、オブザーバーという形でご参加いただいて、検討

いたしました。このときは、平成２０年７月４日、地上放送にも受信確認メッセージ

機能を利用するということも今後の検討課題であるというふうに、報告をいただいて

いるところでございました。事実関係ですが、以上でございます。 

【村井主査】 という内容に基づいた技術仕様の議論を、技術検討ワーキンググループの

中ではいたしました。 

【高橋委員】 そちらの研究会に私もオブザーバーで出たことがありますけれども、あく

までも検討課題であるということであって、結論は出ていないと。私もＮＨＫの衛星

チャンネル研と言われる会議とか、公平性の議論の会議とか、３つぐらいの会議でこ

のことに関連したんですけれども、まだ何も決まっていないという認識を私自身は持

っているんですが、今回はＢ－ＣＡＳと同じ方式を新方式にも一応実装しましょうと

いうことなのかということを今確認させていただいて……。 

【村井主査】 基本的には、おっしゃるとおり、検討の結果がどのようになったとしても

可能になる技術仕様にはなっているということであると思います。 

【高橋委員】 そうすると、今落としておいて、新たにそうなってしまったから載せるよ
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りは、一応できるような形にしておいて、仮に無料放送である地上波に受信確認メッ

セージはそもそも必要がないと思っている人は多いと思うんですけれども、そういう

決定になったら、落とすという仕組みというか、そういう対応をしようということが

技術ワーキングで話し合われたんでしょうか。 

【村井主査】 はい。基本的には、運用していない限り何も起こらないので、何のメッセ

ージも出ない――これは先ほど申し上げましたが、私の理解では、現行の地上波専用

の青いＢ－ＣＡＳカードの時も全く同じです。インプリメンテーションしてあります

が、それが起動されることはないという歴史があり、今後の検討は今後の検討なので、

それがどうなった時でも対応可能です。今おっしゃったように、もしその検討の結果

いかんで、すべての受信機を改変しなければいけないということになりますと、そこ

に新たなコストが生じますので、そういうことがないように、運用の意思決定のポリ

シーが決まれば、そのことを受けとめられる技術基盤は用意しておくという話だった

と思います。 

【高橋委員】 長くなって恐縮です。最後の確認なんですけれども、そうしますと、年内

にといったところは、今申し上げたように、受信確認メッセージが出る形でやってい

くと。そうすると、新たなソフトウエア等の開発において、これを入れることで、何

かコストとか、あるいは時期がおくれるとか、そういう負担が発生するのかというこ

との疑問があります。 

   それから、これを入れることで何らか公正な競争が阻害されることがあって、消費

者利益が損なわれるようなことがないのかどうか、これだけ確認させてください。 

【村井主査】 これも専門家に補足をしていただきたいと思いますが、まず、基本的には

技術検討ワーキンググループで話されたこと、それから、そういった今の運用に関す

ることと技術の設計のことを分けて考えたとすると、１番目の質問、つまり、現行で

その機能を含ませていますので、受信機とトランディションをするということで、新

たな開発等々が生じないということから、そのことに対する特別な工程などの負担は

ないと思います。 

   それから、今の高橋さんのおっしゃり方、つまり、決してメッセージを出すことが

決まったのではなくて、そのメッセージを出す機能が中のロジックに入っているかど

うかでして、それをどのように運用するかは全く別のロジックになります。 

   したがいまして、何度も繰り返しますが、今は受信確認メッセージを表示するとい

う機能は使われておりません。エクストラコストがかかるとは技術検討グループでは
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考えてはおりません。あと、ごめんなさい、２つ目のご質問は、何でしたか。 

【高橋委員】 それによって、私は技術のことはよくわかりませんけれども、公正な競争

が制限されて、消費者利益が阻害されたり……。 

【村井主査】 消費者についてですね。私は、地上放送の公正な受信に関するポリシーと、

別の場所で議論されているような公平な負担に対する政策議論といいますか、そうい

う部分も全く独立した問題だと思っております。つまり、そこに何かのバイアスをか

けるという技術ではないということを確認して、検討ワーキンググループの中でこの

文言を入れたとご理解いただいていいと思います。 

   さて、よろしいでしょうか。どうぞ、福田さん。別の件でも結構でございます。 

【福田委員】 別の件ですが、エンフォースメントの方で一、二申し上げたいと思います 

 課題整理をしていただきましたので、この課題整理については、関係者の皆さんが

協同で取り組んでいただけるという認識を持っておりますし、さらに、想定を超える

ものはこれから出てこないとも限りません。そのことについては、今、事務局からそ

の都度解決をしていくということについても確認されていると思いますので、いわゆ

る中間答申を超えるものが言外にあるということについて理解しておりますので、ぜ

ひそうなっていただきたいと思います。 

   それから２点目は、④の１）、２）で、年内にとかいうことがありましたけれども、

これは結局は、２０１１年７月よりも可能な限り早い実現を目指すということのため

に設定されてありますので、あくまで目標としては、いろいろな効果を考えます

と、２０１１年の７月２４日のデジタル放送への完全移行の円滑さを担保する上でも

メリットがあるのではないかということであろうと思いますので、書かれていない日

付の方も非常に大事ではないかと思っております。 

   それから、先ほどの骨子の１２ページでありますが、これまでも、秘密が漏れる可

能性があるということ前提なので、それを補完することも大事ではないかということ

は、前回の会議でも申し上げたとおりであります。今回は、１２ページの「契約」の

欄で、②がさらに書かれておりますけれども、「漏えいする一定のリスクの存在を前

提として、諸条件を検討することが必要」とあります。これは「契約」で書かれてお

りますので、次の１３ページにおきまして、④、以下の１）、２）について年内を目

途に策定を図るとありますけれども、２）のａ）についてはここにおいて契約条件を

策定するとあります。その一方で、さかのぼること１３ページの②においては、「補

完的制度の要否を含め検討を開始し、進める」というふうにあります。これは、「適
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切な場で」「新方式の運用開始までに」とあります。したがって、契約とこれの補完

的なものがどういう位置関係にあるということは、非常に明確にしておかなければい

けないのではないかということが１つ。 

   それから、「適切な場」とありますので、いわゆる民民ではないというふうに承知

しておりますけれども、これについても、どういう場が相当であるかということにつ

いては早急に明示されておかれた方がよろしいのではないかと思います。 

   したがいまして、相当秘密が漏れる覚悟でやりましょうということについて、関係

者の皆さんが合意した上でこの方式に取り組もうということで、先ほどご説明があり

ましたように、「技術開示方式」となっています以上は漏れることが当然であるとい

う前提ですので、それをさらにどういう形で権利保護し、守っていくかということが

非常に大事だと思いますので、そこの観点は重ね重ね申し上げておきたいと思います。 

   これを踏まえて我々も検討に入っていくということでありますけれども、残るとこ

ろ半年弱の間に④の１）にどこまで進めるかというのは、その都度どういう問題が発

生して、どういう解決を皆さんの中で出していただけるかということに尽きるだろう

と思っております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

その他、何かございますでしょうか。どうぞ、河村さん。 

【河村委員】 先ほどの高橋委員の質問に関連してもう少し教えていただきたいんですけ

れども。主査のご説明、理解はできるんです。もちろん受信確認メッセージの機能が

入ったからといって、別に受信確認メッセージが出るわけでも、個人情報とともに何

かが管理されるということの運用が決まっているわけでも全然ないので何も起こらな

いというふうにおっしゃったということは理解しました。 

   しかし、その技術を入れることを要件にすることによって、使われないかもしれな

いけれども、作る方からすると、おそらくある程度技術のハードルが上がったり、シ

ンプルさという点からいって、そうではない方向に決まったんだなというふうに解釈

しています。それは私の意見です。 

 １点確認させていただきたいんですけれども、技術方式や運用規定の策定というと

ころで、たしか、以前に検討されていて採用されなかった過去の遺産があるから、そ

れを利用すれば比較的早くできるというような話を伺っているわけなんですが、その

日の目を見なかったときの技術方式というものには、受信確認メッセージというもの

が含まれていたのかどうかということを確認させていただけませんか。 
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【村井主査】 まず１点目は、これも純粋に技術的な話で申し訳ないですが、例えば受信

確認メッセージについては、「ここに連絡してくださいね」といって電話をし、まず

は個人情報に当たる住所と電話番号を聞かれましたというようなやりとりというのは、

これは非常に運用上の問題で、そのメッセージの中に何を出すかといったことでした

が、技術検討ワーキングで議論してきた受信確認メッセージにおける技術の話は、そ

ういった一方向の、放送局から受信機に出したいメッセージがどのように出るかとい

う表示の問題であり、これはあらゆる放送の表示の中で行われています。そのために

技術的な負担が、例えば開発コストがかかるとか、開発がディレイするとか、そうし

たことが起こるということではないと私は理解しています。 

   つまり、戻ってくるとか、個人情報に脅威があるとか、技術的にはそういう話には

やはりなり得ないのではないか、少なくとも受信確認メッセージだけというのでは放

送の一方的な表示の問題です。これは例えば、今、アナログという表示が出ているこ

となどは、放送局からの表示の話なので、受信確認メッセージについても技術的には

そういった内容であろうと私は理解しています。 

 それと同様に、そういった表示をどのように放送局側が制御するかという技術は、

私は一般的になっていると理解していますので、検討の中で特にそのことに触れられ

ていたとは私は理解しておりません。前回検討した中で、そのことに特に何か触れて

いる部分があるかどうかというのは、技術の担当の方にお伺いするしかないのですが、

関さん、いかがですか。 

 では、藤沢さん、お願いします。 

【藤沢委員】 今、ＡＲＩＢとかＴＲの中で規定されているものに入っているかどうかと

いう意味でしょうか。 

【河村委員】 以前検討された新方式と言われているものです。 

【藤沢委員】 まず、純粋に技術な話から申し上げますと、メッセージとコンテンツ保護

のためのエンフォースメントというのは、技術的に全く独立と思っていただいていい

ようなものです。たまたま同じＢ－ＣＡＳ方式の中で両方とも実現できるものだった

ということだとご理解いただければと思うんですけれども。今、この委員会の場では

コンテンツ保護のためのエンフォースメントについて議論してきたということで、私

たちもそういう認識で参画してきたということです。 

 以前、似たような方式について議論していたことがあったのですが、それも、いわ

ゆるコンテンツ保護のためのエンフォースメントに関する技術についてでした。それ



 -15- 

を実現する段階になったら今日のような状況になったのかもしれませんが、そのとき

にはそこまで進まなかったということです。私はそういうふうに認識しています。 

【村井主査】 よろしいでしょうか。 

【河村委員】 とりあえず……。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほか。椎名さん、お願いいたします。 

【椎名委員】 いつものことながら、答申案の策定に関してはぎりぎりまでご努力いただ

いて、ご苦労さまと申し上げたいと思います。とりわけ取引市場に関しては、最後の

最後まできめ細かく拾っていただきまして、ありがとうございます。 

 エンフォースメントに関してですけれども、やはりこれを拝見しますと、年内をめ

どにということもはっきり書いてありますので、スケジュールについては皆さん合意

をされたということだと思います。その上は、放送事業者さんもメーカーさんも、ま

ずは技術と契約の中身ですね、ずっと外側の骨組みしか我々は拝見していませんので、

実際の中身について早く決めて、我々に見せていただきたいと思います。その後の実

現に向けては、これ、もう何度も我々も申し上げていることですけれども、権利者と

しても、利便性の確保、あるいは利便性の高い方法論に関して決してネガティブに考

えているわけではなく、基本的に賛成でございますので、拝見した上で、意見は申し

上げますけれども、できる協力はしていきたいと思っていますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほか、何かございますでしょうか。どうぞ、

元橋さん。 

【元橋オブザーバー】 エンフォースメントの話とコンテンツ流通の促進の話の２部構成

になっていると、さっき村井先生がおっしゃいましたけれども、通奏低音というか、

全体を貫くコンセプトは、ずっとこの委員会でやってきた、コンテンツへのリスペク

トとか、クリエーターあるいはパフォーマーへの、実際に汗をかいた人への利益の還

元がちゃんと図られるということ。そのためのエンフォースメントの議論であったり、

コンテンツ流通の議論であったと理解しております。 

   特にエンフォースメントのことで言えば、地上デジタルへの円滑な移行、あるいは

コンテンツ立国という視点から、ダビング１０という一定のコンテンツ保護が必要だ

ということがこの委員会でずっと語られてきたわけです。そのダビング１０というコ

ンテンツ保護のルールをより確かにするための仕組みとしてのエンフォースメント、

ということでいえば、Ｂ－ＣＡＳにかわる、あるいはＢ－ＣＡＳに追加的に加わるそ
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の他の新しいエンフォースメントの仕組みが提起されたのはいいことだと思うのです

が、提起されて中間答申が出るというのは決して終わりではなくて、あくまでも通過

点というか、新しいエンフォースメントについてのスタートだと思います。もちろん

今、椎名さんがおっしゃったように、利便性の高いエンフォースメントで、受信機器

も多様なものが出てきて、それが普及につながっていく、それが低コストで実現する、

ということはすごくいいことだと思うんです。 

   一方で、エンフォースメントの本来の役割、つまり、コンテンツ保護を確かなもの

たらしめるということをおざなりにするというか、そのレベルが低下してしまうと本

来のエンフォースメントの役割を果たさなくなってしまいます。先ほど福田さんがお

っしゃったことの繰り返しになりますが、年内をめどとか、あるいは２０１１年７

月２４日よりも早期にという数値目標、スケジュール感はもちろん、それはそれで大

事なんですけれども、やはりエンフォースメントとしての効力、実効性をちゃんと担

保していくということについても、ぜひ皆さん、引き続き関心を持ち続けていただき

たいと思います。 

   また、今後の議論の中でも意見を言っていくと先ほど椎名さんもおっしゃいました

けれども、消費者委員の方も含めて、このエンフォースメントの議論が、技術方式が

できて、契約ルールができて、あるいは実際に運用が始まるまでのプロセスの中で、

このエンフォースメントでダビング１０という我々が決めたこのルールがちゃんと守

られることになるのだろうか。違法受信機が排除されて、善良な受信機をつくってい

るメーカーさんの活動がちゃんと守られるということも含めて、そのためのエンフォ

ースメントなんだということを、ぜひ皆さん理解していただいて、今日が終わりでは

なくて、今後の議論も引き続きぜひそういう視点でお願いしたいと思います。 

【村井主査】 ありがとうございます。浅野委員、お願いいたします。 

【浅野委員】 まず、エンフォースメントに関しましては、まさにTo Doリストと村井主

査がおっしゃられたように、何を、だれが、いつまでにということに対して、ちゃん

とその体裁が整って、この政策を推進していく上においての、「年内を目処に」とい

う形のちゃんとしたターゲット、目標時期が入ったということに関しては非常に歓迎

したい。また、ここまでの合意形成の上において、関係者の皆さんの努力に経緯を表

したいと思っております。 

 ただ、なぜこの時点になって急に受信確認メッセージというものがこんなに話題に

なるのか、私はその背景はよくわからないんだけれども、ここだけちゃんと確認して
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おけばいいんじゃないかと思うのは、おそらく、放送局の方から、受信機に対しては、

これだけじゃなくてたくさんのメッセージが降ってくるはずなんです。それの中でこ

れだけを取り出すんじゃなくて、その他でもたくさん降ってくるはずですから、その

ときに、端末がそのメッセージに対してどう反応するかということは非常に重要なこ

とであって、そこに対して消費者が今不安を持っていることに対して、そういうこと

はないんですよと。メッセージが降ってきても、その端末自身が認識をした後、端末

自身がどういう行動をとるのか。そこにおいて、消費者心配しているようなことはな

いんですよということがはっきり言えれば、これは問題ないんじゃないかと私は思っ

ています。そのようなことがはっきり確認できれば、消費者の皆さんは安心できるの

ではないかと思うのですが、そこのところはどうなのでしょうか。 

【村井主査】 このご質問についても後に補足していただくにして、浅野委員のおっしゃ

るとおりの趣旨で進めてまいります。それと同時に、消費者の安心の確保が下敷きに

なって技術開発をしていきますので、その中で、先ほども申し上げましたが、その内

容に関しての議論となり得るポイントが、今後の運用の中で他の場との関係において

議論になってくると思います。 

   そういうことがきちんとこういう部分を隠し立てなく表現する透明感が必要だと無

理にお願いしたので、却っていろいろなことを、タイミング的に意識していただくこ

とになってしまいましたが、基本的に、私はこの委員会にとってとても大事なことだ

と思っています。 

 技術的には浅野委員のおっしゃる通りだと私は思っています。 

 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。高橋さん、どうぞ。 

【高橋委員】 もう１点、ライセンス発行・管理機関に関してご質問させていただきたい

と思います。 

   資料２では３１ページ、先ほど小笠原さんからもご説明がありましたけれども、中

立性、透明性を高める観点からということで、前回の私からの質問に答えていただい

て、関係者について少し明記していただいたということですが、「たとえば権利者団

体などコンテンツ保護に係る事業者の団体や、エンフォースメントに係る技術や諸法

令に関する有識者、消費者等」とありますが、この「消費者等」が何を示すのか。こ

の審議会の場である我々を指すのか、もっと違う、もう少し層の厚いところを指して

いるのか、少しそのあたりを補足して教えていただきたいと思います。 

 それと、「設置に取り組む関係者」という表現なんですが、設置に取り組む関係者
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というのは、その後の設置機関ではないという解釈になるんでしょうか。どうも今ま

でのお話の中からいきますと、この関係者というのは、放送事業者を主体としていわ

ゆる当事者たちがつくる機関なのであって、そこの実効性を確保するために第三者も

少し入れましょうねという感じにとれるんです。ここの組織がどういう形態をとるの

かというのに私は非常に関心がございます。 

 まさに国策である地デジに関する機関ですので、ほんとうは政策機関であってもい

いぐらいのものではないかと思っているんですが、独禁法を気にして、Ｂ－ＣＡＳ

が１社だと違反だからほかがあった方がいいねと同様に考えているのでしょうか。そ

れに対して、これも三尾委員から補足があったら伺いたいのですが、前回、この新方

式が１つでもまずいんじゃないかというご意見があったわけなので、そんなたくさん

つくることがそもそも効率的なのかということも含めて、この管理機関に関して、少

し皆さんとご意見の交換ができたらと思っています。 

 私自身の考えとしては、透明性とか中立性ということを言うのであれば、きちんと

監査が働くような組織にしていただきたいと思っております。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

 今のはご質問だということなので、これも技術検討ワーキンググループの立場でど

ういう議論がされているかということですが、一つのポイントは、このライセンス発

行・管理機関の設置の議論の中、あるいは契約の内容を決めていくという中には、今

ご指摘のあったようないくつかのご意見をきちんと入れる形で伺いながら進めるよう

にということがあります。一方では、これは機器のメーカーに対するエンフォースメ

ントの契約になりますので、その時の当事者が参画するというのは立場が違うと言わ

れておりますので、放送事業者等、つまり放送する側を中心にした関係者ということ

で書かれているのはそういう背景だと私は認識しています。そのプロセスに関心を持

っていただけているようですから、ぜひそういう方のご意見が入るようにということ

でできております。 

 それから、独禁法に関しまして、１つは、いくつかの役割があるかと思いますが、

ユニークな鍵を安全に管理していくという、つまり、グローバルに――グローバルと

申しましても、日本の話ですが、とにかく世界に１個しかない鍵をどういう風に間違

いなく管理していくかに関して、ＩＤの付与は本質的には一つのメカニズムでやらな

ければいけません。 

 一方では、それが事業として、あるいは業務として競争がどう入るか、どのように
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作っていくかという議論はきちんと十分尽くさなければいけません。そういった意味

で、組織の性格を議論していくということも含めて、至急年内に検討していただきた

いということが、ここの技術検討ワーキンググループ、あるいは答申の中で述べられ

ていることですので、今回、この間三尾委員からご指摘いただいたことを入れてあり

ますが、そういった意味の技術的な背景があるということと、プロセスとして第三者

の方々のご意見を入れること、あるいは、その放送事業者の主体性、つまり放送その

ものと、それを受信する機器のエンフォースメントの関係、このあたりを鑑みてこの

ような表現になっていると私は理解しています。 

   よろしいでしょうか。どうぞ。 

【河村委員】 １点は、高橋委員のおっしゃったこととほとんど似たようなことになりま

すけれども、今後、設置に取り組むというだけではなく、監視していくという意味で

も、消費者、ユーザーという視点は必ず必要かと思います。この技術ワーキングの検

討過程というのは、私たちが技術がわからないから、の一言で済まされてしまうわけ

なんです。ただ、どうしても理解できるように話せないわけじゃないのに出てこない

話もあるような気がしたりしています。最後に、今日、受信確認メッセージがなぜと

いう話も出ていますが、そういうことも含めて、家庭でわかる話を――利害がすごく

絡んでいるんだと思うので――あるべき姿を見られる視点を常に入れるために、消費

者、ユーザーは必ず今後も入れていただきたいと思います。 

   浅野委員がおっしゃったことに１点だけ。少し誤解があるように思いますので。受

信確認メッセージが来るんじゃないかとか、どういう管理がされるのかということは、

もちろん消費者としてありますけれども、今ここで問題にしているのは、そういうこ

とではなくて、地上波の放送にどういうエンフォースメントが必要か、新方式が必要

かと話されてきた中には、いみじくも藤沢委員もおっしゃったように、エンフォース

メントと受信確認メッセージとは全く別物であると。要するに、それはなくてもいい

技術とも言えるわけですよね。受信確認メッセージのことではなくて、限定受信があ

るから受信確認が個別に出せるわけですから。それを使うか使わないかは運用の話で

すが、私たちが問題にしているのは、そういう限定受信の機能を入れることにしたん

ですねと。それが、新しい方式としてよりシンプルなものを望んでいた消費側の意見

と少し合わないような気がして、ご意見を申し上げているということです。運用でど

うなるかということとはまた別のことを今申し上げています。 

【村井主査】 限定受信？ 
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【河村委員】 そのことじゃないんですか。 

【村井主査】 受信確認メッセージと限定受信は、私の理解では違うと思いますが、受信

確認メッセージはメッセージを出す仕組みですよね。 

【河村委員】 出すだけなんですか。 

【村井主査】 申し訳ないですが、もう一度閣議決定の文章、「検討する」の部分を言っ

ていただきたいと思います。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 文書は、「地上放送についても公平負担の徹底を図る観

点から、何らかの受信確認メッセージの実施可能性について検討する」です。 

【村井主査】 どうぞ。 

【河村委員】 では、わかるところまで説明していただき、もし誤解しているのであれば、

それは誤解であると解いていただけたらと思うんですけれども、私の理解している受

信確認メッセージといいますのは、だれにでも出せるものであるなら、受信確認メッ

セージを殊さら出す必要も技術としてもないわけで、この人には出したい、この人に

は出したくない、何らかのそういうことができるからこそ受信確認メッセージという

言葉になっているわけで。そのようにメッセージを出すためには、個別の機器をアイ

デンティファイしなければいけないわけですよね。それを使うか使わないかは別です

けれども、個別の機器をアイデンティファイするということ自体が限定受信で、それ

がなければ殊さら受信確認メッセージと――要するに、すべてに降るようなメッセー

ジであれば、そこに書くほどではないので、私の理解では、言葉として出てきていま

せんが、（限定受信と）それはセットですよねと。 

【村井主査】 わかりました。申し訳ございません。私の表現が十分ではなかったような

気がしました。おっしゃる視点はわかります。今日説明させていただいたのは受信確

認メッセージでして、今おっしゃったような限定受信をどうするかという議論は、別

の場があると私は理解しています。地デジの普及を１１年７月までにするために今回

新たな方式の受信機をつくっていく中で必要な技術仕様についての議論で、そのこと

を今全くできなくしておくと、別の場でその検討が進んでいったときに対応ができな

くなる可能性があるだろうという懸念もありまして、そのような事態を想定して、仕

様の中に受信確認メッセージが入っているということだと思います。 

   今おっしゃったような視点、主張がいくつかあるかと思いますが、そのことに従っ

たスペックを今の時点で決めておくことは、少なくともここの委員会、あるいは技術

検討ワーキンググループの中での範疇ではないと私は思っていますので、したがいま
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して、その受信確認メッセージを検討してくださいという中で、今までとそこの部分

は変えていないという前提で、そういった機能がスペックの中に含まれることになる

だろうと、あえて抜き出して明記してあるということだと理解しています。 

   したがいまして、ご質問の意図は大体わかりましたが――わかりましたというか、

理解してきたような気がしますが、つまり、今の段階でそのことをどうするというこ

とをこの場で、少なくとも技術検討ワーキンググループの中での議論では、本委員会

にお諮りする内容の中に、それをどうすべきかは含まれていなかったと思います。そ

れは他の場所で検討されていると伺っていたからです。どうぞ。 

【三尾委員】 高橋委員のご指摘に関連して、私の前回の発言の補足をしたいと思います。   

独禁法違反の問題があると申し上げたのは、ライセンスの発行・管理機関が１社であ

るということではなくて、ライセンス発行機関が、例えば放送事業者や受信機メーカ

ーとライセンス契約を締結しますよね。その際に、例えばライセンス発行機関が１社

ですので、言うことを聞かない放送事業者、受信機メーカーについては一方的にライ

センス契約を解除できるというような条項がライセンス契約に入っていたという場合

は、これは明らかに独禁法違反です。ですので、そのライセンス契約を考える際に、

諸条件を独禁法や関係諸法令に合致するように検討しなければいけないという点で、

細かく契約条項を見る必要があるんじゃないかということから申し上げました。Ｂ－

ＣＡＳ社１社であるということは、その可能性が非常に高いということになりますの

で、慎重に検討しなければいけないということになりますけれども、１社であるから

ということだけをもって、独禁法に違反するということではないんです。先ほど主査

がおっしゃったように、ＩＤを付するということは、チェックする必要があり、集中

的に管理する必要性がございますので、その点については合理的な理由があると思い

ます。ですので、契約内容をチェックして、その内容についても透明性を図った上で

合理的なものにすることが非常に重要ではないかという趣旨で申し上げております。 

【村井主査】 ありがとうございます。 

その他、何かございますでしょうか。どうぞ、高橋委員。 

【高橋委員】 三尾委員、補足ありがとうございました。よくわかりました。今のお話も

そうなんですが、細かく契約条項を見るとか、私は組織形態のことを非常に気にして

いるわけなんです。速やかに設置について検討し、設置したら速やかに業務を開始す

るということになっているのですが、それに対してどう進むのかというのがよく読み

取れないんです。資料６を読みますと、具体的なプロセスが、「以上のような作業を
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進めていくに当たって、放送設備の改修にかかるコストや時間など様々な検討課題が

存在するので、そういうところで審議会として関係者に説明を求めたりしながら、所

要の審議を行っていく」という条項が入っているんですけれども、適時・的確にでき

るのかということの担保がとられるのかということに対して、少し心配しているとい

うことが１点です。 

   また、管理機関に関しては、関係者が中心になってやることは確かなんですが、組

織論と申し上げたのは、それをちゃんと監督する人たちが必要でしょうということと、

その監督する人たちをさらに監査する仕組みが必要でしょうと、これは国家の大きな

プロジェクトの中の一つですので、その仕組みをきちんとつくると、それを審議会と

して確認していただきたいということでございます。 

【村井主査】 ありがとうございます。そのほか、何かございますでしょうか。 

   それでは、冒頭で、発言させていただいたように、いろいろなご意見が出た時に、

技術検討ワーキンググループの関係のご質問が出たらそれぞれの方に伺いますという

ことで、何人かの方にはもうご発言いただいておりますが、もし補足があれば、技術

検討ワーキンググループに出ていた方……。私が全部答えていましたので、なんです

が、一応、ワンラウンドしたいと思います。福田委員、もし何か補足する点がござい

ましたら。 

【福田委員】 補足はありませんけれども、メッセージは、今出たというよりは、今後出

る可能性があるものについて、あらかじめ想定し得るものは何かということを挙げて

あるんだろうと思います。したがって、先ほど事務局から説明ありましたけれども、

この方式においてそれをとるかどうかについても今後の検討課題であると認識してお

ります。規制改革の会議の答申においては、Ｂ－ＣＡＳでいろいろなことができます

ねということが触れられておりますが、２０１１年デジタル化については、先ほどあ

りましたように、公平の原則の観点からでありますので、この議論とは全く別の議論

であろうと思います。 

 ただし、先ほど主査からありましたけれども、あらかじめ想定され得るものを挙げ

ておいて、それをどういうふうに付加していくのかということについては非常に重要

な観点かと思っています。その際ご説明ありましたとおり、コスト、時間に影響しな

いというふうにおっしゃっておりますので、それを前提に進んでいくものと思ってお

ります。 

 それから、これも答える立場にはないんですけれども、管理機関については、どう
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いう形で設立し、運営するのがいちばんいいのかということがありますし、以前あり

ましたように、民間でつくるのか、あるいはそうでないものがいいのかということも

含めての検討が１つ。さらには、だれがそこに加わって議論して審査をするのか。そ

のありようについて、外から審査をするのか、あるいは中から監査をするのかも含め

て、相当な議論が必要だろうと思っています。 

 そういう意味では、この機関そのものもあまり大きくなってしまっては意味がない

ので、簡素化しながらどうやってうまく回転していくのかということでありますから、

ここにありますように、相当数の、この中における関係者、さらには、高橋委員ご指

摘のように、それ以外の方も入るのかどうかも含めて、重層になるかどうかは別にし

て、せっかくここまで来た議論ですから、公平に公開制を持ってオープンな対応がど

うできるかということを担保できるのがいちばんいいと思っていますので、それはお

いおいこの数カ月間において方向性が出されるのではないかと思っています。 

 以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。関委員、いかがですか。 

【関委員】 先週もお話ししたとおりになるんですが、とりあえず、To Doリストのいち

ばん先にやらなきゃいけないのはこっちの方でございますので、頑張っていきたいと

思います。ライセンス機関のお話にしろ、いずれにせよ、さっき椎名委員がおっしゃ

ったように、まさに「技術」と「契約」の中身、これがどういうふうに運用されて、

どんなものなのかというのが全くわからないところで、それを飛び越しちゃって、ラ

イセンス機関はどうあるべきかといった話に行っちゃうと、どうしてもわからなくな

っちゃうんだろうと思いますので、とにかくそこのところはセットでございますので、

なるべく早く案をお示ししたいと思います。 

   これに関しては、３１ページの最後のところに書いてありますけれども、この委員

会で議論して、ここまで来ている話でございますので、実際にＡＲＩＢ、Ｄｐａとい

う立場も含めて、今後の検討の結果及びこの方向性でどうだろうかというようなこと

は全部ここでご相談し、ここで方向性を決めていっていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。関係者全部が協力して進めていただかない

と、何といってもこのスケジュールではできないと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。藤沢委員、いかがですか。 

【藤沢委員】 ライセンス発行機関の透明性ということは、この委員会において、「基本
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的な考え方」の、①の（２）にありますように、手続の透明性確保ということを皆さ

んから言われていることを受けて、技術検討ワーキングの中で、本来ならライセンス

発行・管理機関は放送事業者だけでいいのではないかという議論もある中で、これは

いろいろな視点で参画していただいた方がいいのではないかということで議論し、

「放送事業者等関係者」という文言にしたものですので、先ほど高橋委員がご懸念に

なったようなことはないんじゃないかと私は思っております。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。田胡委員、お願いします。 

【田胡委員】 やはり技術を早く決めるということと、ライセンス機関、これは特に契約

の中身、メーカーは契約される側ですので、ぜひリーズナルな契約の中身にするよう

に、監視的な機関が必要ではないか、ということはワーキングでも申し上げておりま

すが、そういった第三者のチェックが必要ではないかと思っております。 

   それから、何よりも大事なのは、２０１１年７月２４日までと書いてありますけれ

ども、「まで」ではなくて、いつ運用開始するかという時期について、どこまで目標

をつくっていくかが次の課題かと思います。浅野委員がいつもおっしゃいますように、

完璧にコミットしたような目標は多分できないと思いますが、課題を整理し、かつ、

いつだったらできるじゃないかという共通理解を早急につくっていきたい。７月２４

日では困りますので、二千何年の何月という具体的な目標を早く決めたいと思ってお

ります。以上です。 

【村井主査】 ありがとうございます。その他、ございますでしょうか。 

 それでは、議論はこれまでとさせていただきまして、私から、今日の午後の情報通

信の部会での答申案についてご説明をさせていただきます。いろいろなご意見を今日

も出していただきましたし、それから、皆様の事実関係のチェックや部会の意見など

とのいろいろなご理解も踏まえた上で、中間答申の修正にコメントいただいて、この

委員会としては、以下の修正を主査に一任ということでご理解いただければと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり。） 

【村井主査】 ありがとうございます。 

 答申に、またいろいろなことを入れることができました。これも皆さんの様々なご

努力と、議論していただいたご意見の中などの多くの時間を費やしたプロセスの結果

です。改めて皆様にお礼を申し上げます。 

 取引市場では、関係者の方に、この委員会での議論に基づいた大きなステップをつ
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くっていただいたと思いますし、そうしたことが答申に盛り込めたことは大変大きな

意義ではなかったかと思います。また、いろいろな制度や、いろいろな方のご意見を

聞くことは、この委員会の大きな方針であり、取引市場に関してそういうチャンスを

持てたという新たなステップにも踏み出せたので、そうした意味からも、この委員会

での皆様のご議論の意義は大変大きいのではないかと思います。 

 それから、エンフォースメント絡みの件ですが、これもいろいろな議論をしていた

だきました。 

   特に、技術ワーキンググループにつきましては、大変わかりにくく、そこで何を話

しているのかわからないというご意見も何度かいただいておりましたが、私もその間

に入って双方の話をどのようにわかりやすく、透明に、言葉にしてこの委員会に持っ

てきていただけるか。やはり技術の中で、どうやったら動く、どうやったら動かない

という、かなりディティールに及ぶ話をしますので、そのこと自身をわかりやすい言

葉にするためにはどうすればよいかを関係者の皆様に、いろいろな努力をしていただ

き、その結果として、どうも結論がぽんと出てくるから怪しいという話になってしま

うのかと思います。そうなることは重々わかった上で、何とかいい表現にならないか

なと努力してまいりましたけれども、こういった努力は必要です。また、そういった

場の設定の仕方等々も今後考えていくことができるのではないかと思います。また本

委員会の皆さんにご協力をお願いすると同時に、技術検討ワーキンググループの方、

本中間答申に至るまでにその回数やものすごく多くの時間を割いていただきましたこ

とに、改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 それから、今回答申しました中で、今、藤沢さんからもお話がありましたけれども、

技術方式・運用規定の策定プロセスそのものは、それぞれ民民が主体となって責任を

持ってやっていくことになってくると思います。先ほど高橋委員からご指摘があった

ように、本答申も、いわば国の政策として動かしていることですし、それから、すべ

ての人が受信するという、この地上デジタルテレビのことを議論しておりますから、

このことがどういう方向で動いていくのかということに関しましては、すべての関係

者の方の目が届いて、ご意見を反映する機会があるべきだと思います。具体的なプロ

セスを明確にして、そのプロセスにどういう関係の方がどのような関わり方をするの

かということを、今後も考えていく必要があると思います。今回の答申は、そういっ

た意味でのご意見を反映して、課題があれば全員で知恵を絞って取り組むんだという

姿勢がそれぞれのところに入っております。 
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 このような全ての関係者が参加した議論になっているというのがこの場の大変貴重

な点であると同時に、このプロセスを動かしていくためには、先ほどのお話にあるよ

うに、これから動いていく間にいろいろな知恵を出し合って、力を合わせる局面があ

るかと思いますので、それに関するご協力とご理解をぜひ今後ともお願いいたします。

また、どなたかからご指摘いただいたように、中間答申が結論ではなくて、ここがま

さに出発となります。 

 スケジュールに関しましては、前回、年内ということを私がつけ加えさせていただ

きましたので、大変心苦しいところはございますが実は、この委員会の途中で絶対言

わないでと言ったのに、関さんは間違えて、前回のダビング１０はウルトラＣのスケ

ジュールだったとおっしゃってしまったのですが、あれがウルトラＣだとすると、今

回はほとんどミラクルのようなスケジュール感になっているのではと思います。 

   さっき田胡委員がおっしゃったように、皆様の力を合わせることで、２０１１年７

月にはきちんとその恩恵が形になっていかなくてはならず、できる限り早くという意

味はそこにあると思いますので、そのことに対する挑戦をぜひ続けて参りたいと思い

ます。現場、当事者の方にとっては、本当にこのスケジュールは極めて大変だとお察

ししますが、こういう議論をしていただいたことそのものに感謝しておりますので、

ぜひ今後の皆さんのいろいろな理解とご協力とご意見を、引き続きお願いしたいと思

います。私から以上でございますが、事務局からいかがでしょうか。 

【小笠原コンテンツ振興課長】 長きにわたる審議、お取りまとめありがとうございます。 

 去年の中間答申以降数えてみますと、本委員会が１６回、技術ワーキングは２０回。

何か１週間どこかで必ずこの会議に参加をお願いしていたということで、まことにあ

りがとうございます。毎年毎年この答申を出すたびに、関係の事業者の方々、関係者

の方々、先生のお言葉ではないですけれども、ミラクル、ウルトラＣということをお

願いしており、まことに恐縮ではございますが、今回の皆様のご議論をぜひ生かし、

今回お取りまとめいただいたものを踏まえて、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 ただいまお取りまとめいただいたものにつきまして、この後の情報通信政策部会で、

村井主査からご報告いただきます。そこで主査にご一任いただけましたら、７月１０

日、総会で中間答申の運びになります。どうもありがとうございました。 

【村井主査】 それでは、この会議を終了いたします。本当にありがとうございました。 

 以上でございます。 

以上 


